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町では、行政と町民が情報を共有し、行政活動の一層の透明化と開かれた行政の推進を目的とする「南

幌町情報公開条例」と、その情報公開に伴う町民のプライバシーの保護や自己に関する個人情報の開示・

訂正・削除の権利を保障する「南幌町個人情報保護条例」を施行しています。

これらの条例では、毎年１回、それぞれの制度の運用状況を町民のみなさんに公表することを定めて

いることから、平成26年度の運用状況についてお知らせします。

総務課総務Ｇ報公開制度・個人情報保護制度運用状況情

閲覧した住民の範囲閲覧年月日閲覧理由（利用目的）の概要閲覧者氏名

北町１～６丁目、緑町１～６丁
目の大正15年４月２日から平
成６年４月１日生まれの男性
と女性66名

平成26年７月31日
家庭からの二酸化炭素排出量の
推計に係る実態調査全国試験調
査

株式会社インテージリ
サーチ 代表取締役社
長 井上孝志

全町域の平成元年４月２日か
ら平成10年４月１日生まれの
男性350名
全町域の平成12年４月２日か
ら平成13年４月１日生まれの
男性37名

平成27年４月24日
自衛官募集
（根拠法令：自衛隊法第29条第
１項、同法第35条）

防衛省 自衛隊
札幌地方協力本部

西町１～６丁目の男性と女性
85名

平成27年５月19日
旅行・観光消費動向調査(一般統
計調査)

株式会社インテージリ
サーチ 代表取締役社
長 井上孝志

住民基本台帳法第11条第３項及び第11条の２第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等

の交付に関する省令第３条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

住民課戸籍年金Ｇ民基本台帳の一部閲覧状況住

公職選挙法第28条の４第７項、公職選挙法施行規則第３条の４の規定に基づき、南幌町選挙人名簿の

抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況を公表します。

南幌町選挙管理委員会（総務課総務Ｇ）挙人名簿の閲覧状況選

【対象期間】平成26年６月１日～平成27年５月31日

Ｈ 27年
３月31日
現在届出
件 数

Ｈ26年度
届出件数

Ｈ 26年
３月31日
現在届出
件 数

実施機関
の 名 称

157２155町 長

13０13教育委員会

３０３農業委員会

２０２選挙管理委員会

175２173合 計

猿個人情報取扱事務件数の状況

【対象期間】平成26年４月１日～平成27年３月31日

閲覧に係る選挙人の範囲閲覧年月日利用目的申出者

第１投票区平成26年４月30日
世論調査対象者の
抽出

東京都千代田区大手町１-７‐１
読売新聞東京本社 編集局世論調査部
世論調査部長 西岡 努

全投票区
平成27年２月２日
平成27年２月３日
平成27年２月４日

政治活動・後援会活
動

岡田宏一

処理内容公文書
件 数

公開
請求
件数

実施機関
の 名 称 一部公開公 開

３７10４町 長

０１１１議 会

０１１１農業委員会

３９12６合 計

猿公文書公開請求の件数及び処理内容

※情報コーナーで提供している資料等の簡易な

請求は含めていません。

※平成26年度において不服申立てはありません

でした。

※平成26年度において個人情報の開示請求等は

ありませんでした。


